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３．事業の実施状況 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.19（医療分）】 

看護師等養成所における教育内容の向上を図

るための体制整備 

【総事業費】 

739,211 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和２年４月１日 ～ 令和 8 年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる医療需要に対応するため、看護職員確保が重要

な課題となっている。 

看護職員数 68,722 人（H30）→77,637 人（R7 年末） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の配置や

実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。また、専任教員の教授

方法の研修や教育実践能力の向上を図るための専任教員養成講習会を

実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象養成所の課程数（50 課程） 

実習指導者講習会等の受講者数 （140 人） 

専任教員養成講習会の受講者数（30 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

看護師等養成所への助成（43 課程） 

実習指導者講習会の受講者数（114 人） 

専任教員養成講習会の受講者数（21 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護職員数 68,722 人（H30)→69,532 人（R4） 

（１）事業の有効性 
 看護師等養成所に勤務する看護教員、病院に勤務する実習指導

者の資質向上により、基礎看護教育の養成力の強化、充実が図ら

れた。また、学校運営の安定により、看護基礎教育が充実し、臨

床現場で即戦力となる看護職を育成した。 
（２）事業の効率性 
埼玉県全体での実施により、現場に対応でき、優れた能力を発揮

できる看護師等の確保を効率的にできたと考える。また、国家試

験合格率および県内就業率を補助額に反映させることにより、県

内に従事する看護職の増加を効率的に増加させた。 
その他  



   

5 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 
離職防止を始めとする看護職員の確保対策の

推進 

【総事業費】 

318,044 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人材確保のため、勤務環境を整備し、特に子供をもつ医師、看護

職員等の離職防止や復職につなげる必要がある。 

常勤看護職員の離職率  12.4%（H30）→12.4％未満（R5） 

事業の内容（当初計画） 子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援するため、

保育施設を整備している病院等に対し、運営に係る経費を補助す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数 135 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数（116 施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
常勤看護職員の離職率 13.0%（R4）（※R5 年度は集計中） 

保育施設利用状況 3,433 人/月（令和 5年 4月時点） 

（１）事業の有効性 
出産・育児や結婚などライフサイクルの変化による離職理由は依然

多く、コロナの影響による事業変更を余儀なくされた保育所もある。

しかし今後も事業の着実な実施により看護職員の離職防止・定着促

進に取り組んでいく必要があると考えられる。 
（２）事業の効率性 
実際の運営に即した補助金の配分を行っており、院内保育所運営の

一助となっている。これにより子供をもつ看護職員等が離職せずに

平日をはじめ夜間、休日も継続的に勤務でき、離職の防止に寄与し

ている事業となっている。 
その他  

 

 

 

 


